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埼玉県立精神医療センターホームページ再構築業務委託における契約先候補者を選定するため

の企画提案評価基準については、次のとおりとする。 

 

１ 資格審査 

   「埼玉県立精神医療センターホームページ再構築業務委託契約先候補者選定委員会」（以下

「委員会という。）の事務局職員が、「公募型企画提案競技募集要領」（以下「募集要領」とい

う。）の「５ 参加資格」に定義された参加資格（以下「参加資格」という。）を満たしている

か否かを審査する。  

   企画提案競技の参加者のうち、参加資格を満たしていない者は失格とする。 

 

２ 一次審査（書類審査） 

 (1) 参加資格を満たしている者が５者以下の場合は、全ての参加者を３及び４に記載する二次

審査に参加できる者として選定する。 

 (2) 参加資格を満たしている者が６者以上ある場合は、委員会の各委員が、提出された企画提

案書について、「埼玉県立精神医療センターホームページ再構築業務委託評価項目一覧」（以

下「評価項目一覧」という。）において「必須」に定義された提案依頼事項を審査する。 

   審査方法については、「４ 二次審査（提案書に関する評価）」に準拠して行うものとし、   

参加者ごとの得点を算出する。 

 (3) 委員会の各委員による審査結果に基づき、得点の合計の高い５者を、二次審査に参加でき   

る者として選定する。 

 

３ 二次審査（提案書審査） 

 (1) 審査内容 

   ア 評価項目一覧において定義された提案依頼事項に基づく提案内容を審査する。 

   イ 根拠、実現方式等が明瞭に記載されているかについて審査する。 

 (2) 評価方法  

   ア 説明書に定義された参加資格を満たしていない者、また、評価項目一覧において「必     

須」と定義された提案依頼事項のうち、１つでも満たしていない項目がある者は失格と

する。 

   イ 失格ではない者について、各委員が上記「(1) 審査内容」による評価に応じて、「別     

紙採点基準」３(2)イにより加点する。 

   ウ イで加点した結果を基に、加点に対する評価割合を項目の配点に乗じ、得た値の小数     

点以下を切り捨てた値を得点とする。 

   エ 審査員が審査した結果、追加提案の項目を除き、１項目でも５段階評価で１が付され     

た者については、委員の合議により失格となる場合がある。 
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   オ 仕様書及び評価項目一覧に記載されていない項目や提案内容については評価の対象と     

しない。 

 

４ 決定基準 

  契約先候補者の決定については、以下の基準による。 

  (1) 「別紙 採点基準」１に記載している「総合点数」が最も高い者を契約先候補者とする。 

  (2) 総合点数の最も高い者が２者以上あるときは、提案書に関する評価点が高い者を契約先

候補者とする。 

    (3)  提案書に関する評価点が同点の場合は、委員会で協議し契約先候補者を決定する。 
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別紙 

採点基準 

 

 １ 総合点数の計算方法 

   総合点数＝ 提案書に関する評価＋価格に関する評価点 

 

 ２ 評価点の配点 

   総合点数は５００点満点とし、評価点ごとの配点は次のとおりとする。 

   (1) 提案書に関する評価点         ４００点 

   (2) 価格に関する評価点          １００点 

 

 ３ 評価点の算出方法 

  (1) 提案書に関する評価点 

     提案書に関する評価項目ごとに、次表に基づき審査委員が５段階評価を行った上で、

イにより算出した評価項目ごとの評価点の合計点を付与する。 

      

     ア 評価ランク 

評価 評価基準 取得点数 

５ 非常に優れた提案であり、有用性が非常に高い。 ５点 

４ 優れた提案である。 ４点 

３ 要求している要件を満たしている。 ３点 

２ 要求している要件の充足について、疑義がある。 ２点 

１ 要求している要件を満たしていない。あるいは記載なし。 ０点 

     イ 評価点算出 

        評価する委員ごとに、「各評価項目における「評価項目配点」×「取得点数」 

       ÷５（満点）の合計点数」を算出し、全委員の平均点を提案書に関する評価点と 

       する。 
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  (2) 価格に関する評価点 

     予定価格に対する入札価格の割合に応じた評価点とする。 

     ア 評価ランク        

評価 評価基準 配点割合 

５ 予定価格の 80％未満 100％ 

４ 予定価格の 80％以上 90％未満  80％ 

３ 予定価格の 90％以上  60％ 

 

     イ 評価点算出 

       評価点 ＝ 入札価格に応じた配点割合 × １００点 

 

 

（ 以 上 ） 


